
広
島
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
三
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
十
三
号

広
島
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

広
島
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
広
島
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改

正

後

改

正

前

第
九
条 

（
略
） 

（
写
し
の
送
付
の
求
め
） 

第
十
条 

実
施
機
関
の
開
示
決
定
に
基
づ
き
行
政
文
書

の
開
示
を
受
け
る
者
は
、
送
付
に
要
す
る
費
用
を
納

付
し
て
、
当
該
行
政
文
書
の
写
し
の
送
付
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
送
付
に
要
す
る
費

用
は
前
納
と
し
、
郵
便
切
手
で
納
付
す
る
方
法
と
す

る
。
た
だ
し
、
条
例
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規

定
に
よ
る
場
合
は
、
当
該
送
付
に
要
す
る
費
用
を
徴

収
し
な
い
。 

第
十
一
条
―
第
十
三
条 

（
略
） 

（
用
紙
及
び
光
デ
ィ
ス
ク
の
規
格
） 

第
十
四
条 

条
例
別
表
備
考
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

る
用
紙
の
規
格
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
又
は

Ａ
列
四
番
と
す
る
。 

２

条
例
別
表
備
考
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
光
デ

ィ
ス
ク
の
規
格
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
、

Ｘ
六
二
四
一
、
Ｘ
六
二
四
九
、
Ｘ
六
二
五
一
、
Ｘ
六

二
五
二
、
Ｘ
六
二
八
一
若
し
く
は
Ｘ
六
二
八
二
に
適 

合
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
と
互
換
性
の
あ
る
も
の
で
、

直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生 

装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
す
る
。 

第
九
条 

（
略
） 

第
十
条
―
第
十
二
条 

（
略
） 

（
審
査
会
提
出
意
見
書
の
閲
覧
等
） 

第
十
三
条 

広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査

会
設
置
条
例
（
平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
五
十
号

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
会
に
提
出

さ
れ
た
意
見
書
若
し
く
は
資
料
の
閲
覧
（
電
磁
的
記

録
に
あ
っ
て
は
、
記
録
さ
れ
た
事
項
を
審
査
会
が
定

め
る
方
法
に
よ
り
表
示
し
た
も
の
の
閲
覧
）
又
は
当

該
意
見
書
若
し
く
は
当
該
資
料
の
写
し
若
し
く
は
当

該
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
記
載
し
た
書

面
の
交
付
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第

十
六
号
に
よ
る
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

提
出
意
見
書
（
資
料
）
閲
覧
等
申
出
書
を
審
査
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２

審
査
会
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
別

記
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保

護
審
査
会
提
出
意
見
書
（
資
料
）
閲
覧
等
回
答
書
に

よ
り
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 



改 正 後 改 正 前 
 
別記様式第１号（第３条関係） 

 
行政文書開示請求書 

 
（略） 

 

（略） 

開示の方法の区

分 

□ 閲覧 

□ 写しの交付 

交付方法（□ 窓口受取  □ 郵送） 

    交付媒体（□ 紙  □ 光ディスク） 

（略） 

注 （略） 
（略） 

（略） 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別記様式第１号（第３条関係） 

 
行政文書開示請求書 

 
（略） 

 

（略） 

開示の方法の区

分 

□ 閲覧 

□ 写しの交付（□ 窓口  □ 郵送） 

（略） 

注 （略） 
（略） 

（略） 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第２号（第４条関係） 

 
行政文書開示決定通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１・２ （略） 

３ この決定について不服がある場合には，この決定があったことを

知った日の翌日から起算して３か月以内に，    に対して審査

請求をすることができます。 

４ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，   

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において   を代表する者は，     

となります。）。 

５ （略） 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第２号（第４条関係） 

 
行政文書開示決定通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１・２ （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ （略） 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第３号（第４条関係） 

 
行政文書部分開示決定通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１―３ （略） 

４ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，   

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において   を代表する者は，     

となります。）。 

５ （略） 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第３号（第４条関係） 

 
行政文書部分開示決定通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１―３ （略） 

４ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，広島県

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において広島県を代表する者は，     

となります。）。 

５ （略） 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第４号（第４条関係） 

 
行政文書部分開示決定通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，   

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において   を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第４号（第４条関係） 

 
行政文書不開示決定通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，広島県

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において広島県を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第４号の２（第４条関係） 

 
行政文書部分開示決定通知書（形式上の不備） 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，   

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において   を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第４号の２（第４条関係） 

 
行政文書不開示決定通知書（形式上の不備） 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，広島県

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において広島県を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第４号の３（第４条関係） 

 
条例適用外通知書 

 
（略） 

 

開示請求に係る

行政文書の件名

又は内容 
（略） 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，   

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において   を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第４号の３（第４条関係） 

 
条例適用外通知書 

 
（略） 

 

 
行政文書の件名 

 
（略） 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，広島県

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において広島県を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第５号（第４条関係） 

 
行政文書存否応答拒否通知書 

 
（略） 

 

（略） 

存否応答拒否の

理由 

 
                       

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，   

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において   を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第５号（第４条関係） 

 
行政文書存否応答拒否通知書 

 
（略） 

 

（略） 

存否応答拒否の

理由 

 行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，保

護されるべき利益を損なうことになるため。 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，広島県

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において広島県を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第６号（第４条関係） 

 
行政文書不存在通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，   

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において   を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
様式第７号（第５条関係） 

 
決定期間延長通知書 

 
（略） 

 

開示請求に係る

行政文書の件名

又は内容 
（略） 

（略） 

注 （略） 
 

 
 
 

 
様式第６号（第４条関係） 

 
行政文書不存在通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，広島県

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において広島県を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
様式第７号（第５条関係） 

 
決定期間延長通知書 

 
（略） 

 

 
行政文書の件名 

 
（略） 

（略） 

注 （略） 
 

 
 
 



 
様式第12号（第９条関係） 

 
行政文書開示通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，   

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において   を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
様式第14号（第11条関係） 

 
諮  問  書 

 
（略） 

 
１ （略） 
２ 諮問の理由 
３・４ （略） 

 
注 （略） 
 

 
 
 

 
様式第12号（第９条関係） 

 
行政文書開示通知書 

 
（略） 

 

（略） 

注意事項 

１ （略） 

２ また，この決定があったことを知った日（     に対して審

査請求をした場合は，当該審査請求に対する      の裁決が

あったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に，広島県

を被告として広島地方裁判所にこの処分の取消しの訴えを提起する

こともできます（訴訟において広島県を代表する者は，     

となります。）。 

注 （略） 
 

 
様式第14号（第10条関係） 

 
諮  問  書 

 
（略） 

 
１ （略） 
２ 開示決定等をした（開示請求に係る不作為の）具体的な理由 
３・４ （略） 

 
注 （略） 
 

 
 
 



 
 
様式第15号（第11条関係） 

 
情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書 

 
（略） 

 

（略） 

審査請求に係る

開示決定等 
 

（略） 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
様式第15号（第10条関係） 

 
情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書 

 
（略） 

 

（略） 

審査請求の内容 

 
 

（略） 

注 （略） 
 

 
様式第16号（第13条関係） 
 
様式第17号（第13条関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。 


